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1 労働組合

VI　 労働組合

　 憲法第２ ８ 条では、勤労者の団結権を保障し ていますが、こ れを 受けて制定さ れたのが「 労

働組合法」 です。 労働組合法では、 労働条件の維持改善や、 労働者の地位の向上を 図るこ と

を 主な目的と し て労働者が組織し 、 民主的な運営を する団体を 労働組合と し ており 、 使用者

の不当労働行為を 禁止し たり 、 労働組合の正当な争議行為に刑事上、 民事上の免責を 与える

などの保護をし ています。

2 団体交渉と 争議行為

　 労働条件の維持改善のために、 労働組合などが使用者と 交渉するこ と を 団体交渉と いいま

す。 正当な理由がないにも 関わら ず、 使用者が団体交渉を 拒むこ と は不当労働行為と し て禁

じ ら れています。（ 労働組合法第７ 条第２ 号）

　 団体交渉の対象と なる事項は、 賃金、 労働時間、 休日などの労働条件を はじ め、 使用者に

決定権のあるも のであれば、 労働者の生活の安定・ 向上につながるあら ゆる問題を含みます。

　 また、 争議行為と は、 団体交渉の結果、 労使双方の主張に食い違いがあると き 、 労働者側

が主張を 通すために業務の正常な運営を 阻害する行為を いい、 同盟罷業（ スト ラ イ キ） 、 怠

業（ サボタ ージュ ） 、 事業所閉鎖（ ロ ッ ク アウト ） などの態様があり ます。 (労働関係調整

法第７ 条) 争議行為はその目的、 手段、 方法が正当でなければなら ず、 正当な争議行為に

は、 刑事上、 民事上の保護等が与えら れています。

3 不当労働行為

　 労働組合や労働者に対する使用者の次のよう な行為は、 不当労働行為と なり ますので、 県

の労働委員会に救済を 申し 立てるこ と ができ ます。（ 労働組合法第７ 条）

（ 1 ） 労働者が労働組合の組合員であるこ と 、 労働組合に加入・ 結成し よう と し たこ と な

　  　 どを理由に、 解雇などの不利益な取扱いを するこ と 。

（ 2 ） 労働組合に加入し ないこ と などを雇用条件にするこ と 。

（ 3 ） 正当な理由なく 団体交渉を拒否するこ と 。

（ 4 ） 労働組合活動に支配介入、 又は経費援助を行う こ と 。

（ 5 ） 労働者が労働委員会に対し 、 不当労働行為の救済申し 立てをし たこ と などを 理由と

　 　 する解雇、 その他の不利益な取扱いをするこ と 。
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4 労働委員会

　 労使紛争は労使が自主的に解決するのが望まし いのですが、 当事者だけで自主的に解決す

るこ と が困難な場合も あり ます。 そこ で、 公平な第三者の立場から 、 労働争議の調整や不当

労働行為の審査などの方法で労使紛争の解決を 図る ため、 労働委員会が設けら れています。

（ 労働組合法第２ ０ 条）

　 労働委員会は、 公益委員、 労働者委員、 使用者委員の三者で構成さ れています。（ 労働組

合法第１ ９ 条）

１ 　 労働争議の調整（ あっ せん、 調停、 仲裁）

　 労働組合又は使用者の一方（ ある いは双方） の申請に基づいて、｢あっ せん｣･｢調停｣･「 仲

裁｣を 行います。

　 ｢あっ せん｣は、 労働委員会の会長の指名するあっ せん員が、 当事者の間に入っ て、 交渉の

行き 詰まり を 打開する など、 争議を 解決に導く 調整方法です。 労働条件等について合意が得

ら れず、 労働組合や使用者があっ せん申請し たと き は、 労働委員会はあっ せん員によ っ て、

速やかに公平・ 円満な解決へ向けて支援し ます。

　 労働争議の調整には、｢あっ せん｣のほかに｢調停｣「 仲裁｣の制度も あり ますが、 いずれの場

合も 、 原則と し て労使双方の申請が必要です。

２ 　 不当労働行為の審査

　 労働組合やその組合員から 「 会社が組合員に対し 嫌がら せや脱退勧告を 行っ た。」 など、

不当労働行為の救済の申立てがあっ た場合、 労働委員会が不当労働行為の有無を 審査し 、 不

当労働行為に該当すると 判断すれば、 改善命令を出し て救済し ます。

■救済申立てができ るのは、 不当労働行為があっ たと さ れる日から １ 年以内です。

■労働組合は、 労働組合法の資格要件を備えているこ と が必要です。

■話し 合える見込み

　 があるなら…

■早期に解決を図り

　 たいなら…

■それでも 解決し な

　 いなら…

→異議申し立てにより 訴訟に移行します。

話合いによ り 解決を 目指す非公開の手続き で

す。 裁判所の調停委員会が話合いを進めます。

裁判官と 労働審判員 2 名で組織さ れる労働審

判委員会が、 個別紛争を 3 回以内の期日で審

理し 、 話し 合いによ る 解決（ 調停） や解決案

の提示（ 労働審判） を行います。

→調停

→労働審判

 Ｑ 　 ユニオン ・ ショ ッ プと は？

 Ａ 　「 会社に入っ たら 、 労働組合にも 加入し なければなら ない」 と いう 労働組合と

  　 　 使用者と の労使協定のこ と を ユニオン ・ ショ ッ プ 協定と いいます。 ユニオン ・  

 　 　 ショ ッ プ 協定が結ばれている 場合には、 労働者が労働組合から 脱退し たり 、 除

名さ せら れたこ と などによ っ て組合員資格を 失っ たと き には、 使用者はその労働者を 解雇し なければな

り ません。（ 労働組合法第７ 条第１ 号）

Ｑ 　 雇用関係のト ラ ブル！裁判所で訴訟を 起こ すし かないの？

Ａ 　 裁判所でも 様々な解決手段があり ます。

この他にも様々な手段があります。 簡易裁判所や、 法律の専門家である弁護士にご相談く ださい。
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